


序 文     

 

 

日本国政府は、アンゴラ共和国政府の要請に基づき、同国のルアンダ州保健センター機材整備

計画にかかる基本設計調査を行うことを決定し、国際協力事業団がこの調査を実施いたしました。 

 

当事業団は、平成13年1月8日から1月29日まで基本設計調査団を現地に派遣いたしました。 

 

調査団は、アンゴラ国政府関係者と協議を行うとともに、計画対象地域における現地調査を実

施し、帰国後の国内作業を経て、ここに本報告書完成の運びとなりました。 

 

この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つ  

ことを願うものです。 

 

終わりに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

 

 

平成 13 年 4 月 

 

 

国 際 協 力 事 業 団           

総 裁  斉 藤 邦 彦 

 



伝 達 状       

 

 

今般、アンゴラ共和国におけるルアンダ州保健センター機材整備計画基本設計調査が終了いた

しましたので、ここに最終報告書を提出いたします。 

 

本調査は、貴事業団との契約に基づき、弊社が平成 12 年 12 月 28 日より平成 13 年 5 月 7日ま

での 4.3 ヶ月にわたり実施してまいりました。今回の調査に際しましては、アンゴラの現状を十

分に踏まえ、本計画の妥当性を検証するとともに、日本の無償資金協力の枠組みに最も適した計

画の策定に努めてまいりました。 

 

つきましては、本計画の推進に向けて、本報告書が活用されることを切望いたします。 

 

 

 

平成 13 年 4 月 
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要 約 

 

 アンゴラ国（以下「ア」国）は南西アフリカに位置し、国土面積約 125 万平方 km、人口約 1,190

万人（1996 年推定）を有している。1975 年のポルトガルからの独立後、旧ソ連邦・キューバに支

援された「アンゴラ解放人民運動（MPLA）」と、米国・南アフリカ国に支援された「アンゴラ全面

独立民族同盟（UNITA）」との間で内戦が続けられた。その後何度か停戦の交渉が行なわれ、1997

年 4 月に統一国民和解政府が成立したが、1998 年に再び内戦が起り、UNITA によるゲリラ的活動は

地方において続いている。 

このため「ア」国の保健医療事情はサブサハラ・アフリカの中でも劣悪な状況にあり、保健指標

は乳児死亡率（170／1,000 出生）、妊産婦死亡率（1,500／10 万出生）とも同地域平均（105／1,000

出生、979/10 万出生）に対し非常に高い数値を示している。かかる状況の中、「ア」国保健省は 1996

年に「国家保健計画」を策定し、医療施設の整備、従事者の技術向上と充実、母子保健医療サービ

スの改善を重点施策として位置付けた。特に 1999～2001 年の最優先事項を一次レベルでの母子保

健医療の改善としており、これを保健医療問題の中心課題として取り組んでいる。とりわけ全人口

の約 17％が集中する、ルアンダ州の保健センター（地域の一次医療の中核施設）の整備が、緊急な

課題となっており、一次医療強化政策として EU の支援により、5 ヶ所の保健センターの建設および

一部の既存保健センターの改修、機材整備を推進している。 

 

2000 年 9 月に日本政府は「プロジェクト形成調査団（保健医療分野）」を派遣し、プライマリー

ヘルスケア（一次医療）に対する協力の必要性、計画の有無、施設の現状、他ドナーの協力状況等

の調査を行った。これを受け「ア」国保健省は、緊急に整備を必要としている優先度の高い保健セ

ンターで、EU や他のドナーと重複しない 13 ヶ所の既存保健センターに対する基礎的な医療機材の整

備を、我が国に対し要請してきたものである。 

 日本政府は基本設計調査の実施を決定し、国際協力事業団は、2001 年 1 月 8 日から 1 月 29 日ま

で基本設計調査団を現地に派遣した。調査団は、要請内容の詳細について「ア」国政府関係者と協

議、確認等を行うとともに各種資料の収集を行った。その後の国内解析業務を経て、基本設計報告

書を取りまとめた。 

 

 現地調査および国内解析結果の概要は次のとおりであり、本計画実施の必要性および妥当性が確

認された。 

 

①「ア」国政府が策定した「国家保健計画」内の重点施策に、母子保健の改善が挙げられ

ており、特に母子保健医療サービスにおける一次レベルの改善が重要課題として位置

付けられている。 
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② 計画対象施設は「ア」国の全人口の約 17％が集中する首都圏、ルアンダ州内に配備さ

れている保健センターで、いずれも現有機材の老朽化が著しく、緊急に機材整備を必

要としている優先度の高い施設である。 

③ 本計画による調達予定機材は、既存機材の更新・補充を主としており、現在の要員に

て十分活用可能なもので、その使用方法等に技術的な問題はない。 

④ 調達機材の維持管理は、機材計画面での対策、および国立病院に駐在する保健省の維

持管理技術者による巡回保守サービスの実施等で大きく改善することが期待できる。 

⑤ 本計画は「ア」国政府の「国家保健計画」を支援し得るものであり、BHN を支えると

いう観点からも、我が国の無償資金協力の目的に沿うものである。 

 

 要請機材の内容は、一次レベルの母子保健医療サービスの改善に必要不可欠なもので、極めて基

礎的な医療機材といえる。しかしながら各計画対象施設の規模、活動内容に多少の相違があること

から、調達機材内容および数量は一律とせず、各々の現状を考慮することに努めた。 

 

 これらを踏まえ、本計画での機材調達における協力方針を下記の如く設定した。 

 

① 各保健センターの規模、活動内容、患者数、疾病傾向等を考慮し、各保健センターの

現状に即した機材仕様、調達数量を設定する。 

② 整備の対象機材は、老朽化により本来の機能をすでに有さない機材、また量的に現状

不足しており、早急に整備が必要とされる機材を原則とする。 

③ 調達機材は新たな要員の確保、並びに操作技術の習得を必要としないものとする。 

④ 調達機材の内容が、他の援助機関あるいは独自調達の計画と重複しないこととする。 

⑤ 保健センターとしての臨床検査レベルを確保する為、一部の施設については臨床検査

室の設置を図る。 

 

以上の方針に基づき、選定された調達予定機材は次表のようになる。 
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主な調達予定機材 

　　①イリャア保健センター ②サンビザンガ保健センター ③ランジェル保健センター

　　④テラ ノーバ保健センター⑤カタンボール保健センター ⑥カスキエル保健センター

　　⑦シガ保健センター ⑧カリアンゴ保健センター ⑨ネベス ベンディーナ保健センター

　　⑩サンバ保健センター ⑪バイロ オペラリオ保健センター ⑫プレンダ保健センター

　　⑬キナンガ保健センター

対象部門名 / 機材名 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ 合計

1. 外来部門
聴診器 10 6 10 15 6 10 5 5 6 10 5 4 6 98
血圧計 10 6 10 15 6 10 5 5 6 10 5 4 6 98
器械戸棚 9 4 6 9 4 0 3 3 3 6 3 3 4 57
器械台 9 4 6 9 4 4 3 3 3 6 3 3 4 6
検診台 6 4 4 6 2 3 2 3 4 4 4 2 2 4
検診灯 6 4 6 6 2 5 4 3 4 4 4 2 2 5
体重計（成人用） 3 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 2 24
胎児心音計 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 19
診断セット 6 3 3 6 3 3 2 2 2 3 3 3 3 42

検診用器械セット 6 3 3 6 3 3 2 2 2 3 3 3 3 42
乾熱滅菌器 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 18
煮沸消毒器 4 4 4 6 3 4 2 2 2 4 2 2 3 42
歯科用椅子ユニット 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4
歯科用器械セット 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 8
携帯用歯科ユニット 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2. 分娩部門（産科も含む）

観察用ベッド 3 2 2 3 1 0 2 1 0 5 0 0 0 19
分娩台 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
婦人科検診台 2 2 2 3 1 0 1 4 4 5 2 2 2 30
吸引器 2 1 0 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1
足踏台 3 2 2 5 2 2 1 4 2 6 2 2 2 3
手洗い台 3 2 2 3 2 2 1 2 2 4 2 1 2 28
分娩器械セット 18 18 0 18 0 12 0 0 0 18 0 0 0 84
体重計（新生児用） 3 2 2 3 1 2 1 1 2 2 1 1 0 21
乾熱滅菌器 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 0 0 1 16
煮沸消毒器 2 2 2 4 1 1 1 2 2 2 0 0 1 20

3. 放射線部門
X線撮影装置 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 6
フィルム現像器 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 5
フィルム乾燥器 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 6
フィルムハンガー 4 0 0 4 0 4 4 0 4 4 0 0 0 24
フィルム保管戸棚 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 6
防護エプロン 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 12

4. 臨床検査部門
双眼顕微鏡 3 2 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 1 26
遠心分離器 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
微量遠心分離器 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 11
赤血球沈降速度測定器 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 17
白血球計数装置、手動型 2 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 23
恒温槽 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1
インキュベータ 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 10
薬品用冷蔵庫 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
乾熱滅菌器 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
分光光度計 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

1
6
2

5

0
5

0

 

 本計画実施に係る責任機関は、「ア」国の保健省であるが、実施機関として実務を遂行する 13 ヶ

所の各保健センターを直接管轄するのは、ルアンダ州の保健局である。 

 

 我が国の無償資金協力により本計画を実施する場合、日本側の総事業費は 3.81 億円と見込まれ
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る。また実施に要する期間は、実施設計および入札手続きに 5.2 ヶ月、機材調達に 6.5 ヶ月、合計

11.7 ヶ月を必要とする。 

本プロジェクトで調達される歯科用椅子ユニットならびに X 線診断装置の設置場所確保のため、

既存機材の撤去作業を実施する必要がある。これらの撤去作業は、保健省所属の機材維持管理技術

者（国立病院に駐在）の協力で、十分実施可能な作業である。それ以外の「ア」国側の負担事業は

ない。 

 

 本計画の調達機材にかかる維持管理費は、次の「年間維持管理費試算表」に示すとおりである。

現在、保健センターにて使用されている薬剤、注射針、診療用の消耗品等は、保健センターの予算

にて購入するのではなく、州保健局より定期的に現物支給されるキットを使用して運営されている。 

 本計画実施後の、新たな増加分の維持管理費用は、13 ヶ所の保健センター全体で、最小限

US$14,000/年と試算される。この増加分の費用は、1999 年度のルアンダ州保健局における運営費及

び一般管理費の支出実績 US$489,000 の約 3%程度に相当し、これは「ア」国側にて十分確保可能な

金額であると判断する。 

当該国における一次医療、特に母子保健サービスの改善は、州保健局の懸案事項に留まらず、国

家レベルでの改善分野であることから、維持管理費用の予算確保の必要性は、保健省も十分理解、

認識していると判断される。またミニッツにおいても先方が認めていることもあり、本計画実施後

の増加見込み分相当の消耗品等の購入は、保健省および保健局により実行されることとなり、各保

健センターでの運営に支障は生じないものと判断した。 

 

年間維持管理費試算表 

計画対象施設 消耗品・保守部品費 
年間（円貨） 

US ドル換算 
($1.- =  ¥110.26) 

① イリャア保健センター         318,180.- 2,885.- 
② サンビザンガ保健センター          14,320.- 129.- 
③ ランジェル保健センター           8,320.- 75.- 
④ テラ ノーバ保健センター         240,580.- 2,191.- 
⑤ カタンボール保健センター           8,320.- 75.- 
⑥ カスキエル保健センター         235,700.- 2,137.- 
⑦ シガ保健センター         247,860.- 2,247.- 
⑧ カリアンゴ保健センター           5,920.- 53.- 
⑨ ネベス ベンディーナ保健センター         227,220.- 2,060.- 
⑩ サンバ保健センター        238,100.- 2,159.- 
⑪ バイロ オペラリオ保健センター          8,320.- 75.- 
⑫ プレンダ保健センター         34,880.- 316.- 
⑬ キナンガ保健センター          5,920.- 53.- 
       合   計      1,593,640.- 14,453.- 
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 本計画が実施されることで、裨益対象地域はルアンダ州内の 7 ヶ所（全 9 郡）の郡にわたり、そ

の対象人口は約 166 万人に上ると推定される。また具体的に期待される効果として以下の直接的、

間接的効果があげられる。 

 

直接的効果： 

・ 診断および定期検診サービスの改善 

老朽化による機能低下、或いは故障中の各種診断および検診機器の更新、補充により、

外来部門での次の診断・検診サービスの改善が期待できる。 

・診断セット、胎児心音計、聴診器、体重計等の調達により、妊婦、胎児および

幼児の健康状態を的確に把握することが可能となる。 

・X 線撮影装置の調達により、鮮明なフィルム画像にて診断が可能となる為、特

に呼吸器系の疾患診断が容易となる。 

・臨床検査室に対して、双眼顕微鏡、遠心分離器、白血球計数装置、分光光度計

等を整備することで、マラリア検査、血液一般検査、尿検査、ならびに肝機能

検査等の精度が向上する。 

 

・ 治療サービスの改善 

 産科、婦人科での検診後の処置、現在抜歯治療が中心となっている歯科部門での虫歯治

療、救急患者の応急処置等、現行サービスを質的に向上させることで、対応可能な患者

数の増加が期待できる。 

 

・ 分娩サービスの質的・量的改善 

分娩部門を有する５ヶ所の保健センターでは、分娩台、分娩用器械セット、検診灯、並

びに吸引器等の更新、補充を行うことで、助産婦の分娩作業が容易となり、妊婦の体に

与える負担を軽減し得るようになる。このように良質なサービスを提供する事で、自宅

分娩の数が減少し、安全性の高い出産が可能となる。 

 

間接的効果： 

・ 地域住民(特に妊産婦)の意識改革 

 医療機材調達後の機能改善により、特に妊産婦や乳幼児をもつ母親を中心とした、地域

住民の一次医療サービスに対する信頼感が高まり、健康管理に対する意識が高まる。 

 

・ レファラル体制の正常化 

現在、医療施設やサービスの不足により、多くの患者がマラリア、下痢、感染症といっ
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た一次医療レベルの疾病であるのに、直接二次、三次医療施設にて診療を受けざるを得

なく、それが各病院での外来の混雑の原因となっている。本計画にてそれらの患者への

医療サービスを、各保健センターでの初期診療に切り替えることで、レファラル体制が

正常に機能し、二次、三次レベルの施設も本来の役割を担うことが出来る。 

これに伴い地域住民は、より身近な施設にて診療サービスを受けることが可能となり、

患者の心理的および経済的な負担が軽減される。 

 

 以上のように、本計画の実施によって多大な効果が期待できること、また維持管理についても現

実的に可能な計画内容であることから、本計画の実施は妥当であると判断される。 

 

 更に、本計画の円滑な実施と調達機材の継続的な有効活用を果たす為には、以下の点につき先方

による改善、整備が必要である。 

 

・ 施設の運営面 

本計画にてハード面（機材整備）の整備がなされた後、保健省ならびに州保健局はこれ

らの機材に供する消耗品キットの内容を更に充実させ、調達機材の継続的な活用が可能

となるような支援体制の強化が必要である。 

 

・ 機材の維持管理体制 

現在、一次医療施設である保健センターには、専属の機材維持管理技術者はいない。本

計画にて調達される機材の維持管理体制を確保するには、国立病院に配属されている保

健省所属の技術者ならびにスタッフを活用し、各保健センターへの巡回保守サービス体

制を構築する必要がある。 

 

・ 地域住民への啓蒙活動 

各保健センターは、日常の啓蒙運動を更に活性化させ、地域住民の保健・衛生に対する

理解と認識を高めることで、早期診療に対応し得る一次医療サービス体制の確立が望ま

れる。 
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